
地域資源を活用した６次産業化の展開
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○ 農山漁村は、農林水産物をはじめバイオマス、土地、水など様々な地域資源が豊富であり、今後の経済成長へ向け
た希少資源として、わが国の最大の強みのひとつ。

○ 農林漁業者と他産業との新たな連携を構築し、生産・加工・販売・観光等が一体化したアグリビジネスの展開や、先端
技術を活用した新産業の育成、再生可能エネルギーの導入等により、農山漁村にイノベーションを起こし、農林漁業を
成長産業化。
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 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（６次産業化）に関する施策及び地域の農林水産物の利用の促進

（地産地消）に関する施策を総合的に推進することにより、農林漁業等の振興等を図るとともに、食料自給率の向上等に寄与す

ることを目的とする。

総合化事業計画

 農林漁業者等が、農林水産物及び副産物（バイオマス等）の生産及びその加工又は販売を一体的に行う事業活動に

関する計画を策定し、農林水産大臣が認定

六次産業化・地産地消法の概要
（地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律）

第１章 目的

第２章（６次産業化関係） 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等

【事業主体】 農林漁業者等（個人・法人、農林漁業者の組織する団体）が行うものであること
（事業主体の取組を支援する者を促進事業者（２次・３次産業の企業等も可能）として計画に位置づけることが可能）

【事業内容】 次のいずれかを行うこと

【経営改善】 次の２つの指標の全てが満たされること

【計画期間】 ５年以内（３～５年が望ましい）

総合化事業計画の認定要件 （法律に基づき国が策定した基本方針に規定）

ア） 自らの生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓
イ） 自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
ウ） ア又はイに掲げる措置を行うために必要な生産等の方式の改善

ア） 対象商品の指標（農林水産物等及び新商品の売上高が５年間で５％以上増加すること）
イ） 事業主体の指標（農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、終了年度は黒字となること
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 地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備

 直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進

 学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進

 地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保

 地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等

 国による基本方針の策定、都道府県及び市町村による地域の農林水産物の利用についての促進計画の策定

 地産地消関係 公布の日（平成２２年１２月３日）

 ６次産業化関係 公布の日から６か月以内（平成２３年３月１日）

第３章（地産地消関係） 地域の農林水産物の利用の促進

施行日

基本方針の概要

国及び地方公共団体の責務

国及び地方公共団体の施策

① 直売所の年間販売額が１億円以上のものの割合を、平成32年度までに50％以上(平成18年度：16％）とすることを目指す。

② 学校給食において地場産物を使用する割合について、食育推進基本計画に定める目標（平成32年度までに30％以上

（平成27年度：26.9％））を達成することを目指す。

③ 農家民宿等のグリーン・ツーリズムのための施設の年間延べ宿泊者数を平成32年度までに1,050万人とすることを目指す。

 人材の育成等

 国民の理解と関心の増進

 調査研究の実施等

 多様な主体の連携等

1. 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項

2. 都道府県及び市町村は、本基本方針や地域の実情を踏まえて、地域の農林水産物の利用についての促進計画を策定

3. 目標に関する事項
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６次産業化のための推進体制

○ ６次産業化の取組を関係機関が連携して推進できるように
するため、都道府県段階に都道府県、都道府県サポート機関、
財務局、運輸局、農林漁業団体、農業法人協会、商工関係団
体、普及組織などを構成員とする「６次産業化・地産地消推進協
議会」を設置。

○ 推進協議会の中で、都道府県の農林水産業及び６次産業
化等の現状・課題、６次産業化等の取組方針、今後（５年後程
度）の売上等の目標等を内容とした都道府県の６次産業化等に
関する戦略・構想を策定し、関係機関が連携して推進。

○ 市町村段階にも同様の６次産業化・地産地消推進協議会を
設置し、市町村の６次産業化等に関する戦略（市町村戦略）を
策定し、地域ぐるみの６次産業化の取組を推進。

市町村戦略

市町村の農林水産業及び６次産業化等の現状・課題、農林
水産物等の加工・直売、輸出、学校給食等の施設給食、医福
食農連携、再生可能エネルギーなどの地域の実情に応じた分
野をターゲットとした６次産業化等の取組方針、今後（５年後程
度）の売上等の目標等を定めるもの。 ３７

市町村６次産業化・地産地消推進協議会

〈構成員〉
市町村、農林漁業団体、担い手農林漁業者、
商工団体、金融機関、試験研究機関など

Ｓ市町村の推進体制

市町村戦略の策定

市町村の農林水産業及び６次産業化の現
状・課題、６次産業化等の取組方針、今後
（５年程度）の売上等の目標等を記載

地域ぐるみの６次産業化
を地域のみんなで考える

農林漁業者

商工関係 市町村
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６次産業化サポートセンター

○ 各県域において、６次産業化の総合的なサポートを行う機関

・ ６次産業化に取り組もうとする農林漁業者は、６次産業化の先達であるボランタリー・プランナー、

民間の専門家である６次産業化プランナーを派遣し、６次産業化に取り組むための準備や計画

づくりなどの個別相談を実施

・ 研修会、説明会、交流会を開催

ボランタリー・プランナー
・ 農林水産大臣の任命を受けた６次産業化の
先達等
・ 個別相談に加え研修会等の講師として活動
・ ファンドの出資案件につながるアドバイス活動

６次産業化プランナー
・ 輸出、ＩＴ、観光などを含めた様々な課題に対
応可能な民間の専門家
・ 個別相談に加え研修会等の講師として活動
・ ファンドの出資案件につながるアドバイス活動
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総合化事業計画の認定

【事業主体】
○ 農林漁業者等（個人・法人、農林漁業者の組織する団体）
○ 事業主体の取組を支援する者を促進事業者（２次産業・３次産業の企業等も可能）として計画に
位置づけることが可能

【事業内容】（次のいずれかを行うこと）
○ 自ら生産等に係る農林水産物等をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は
需要の開拓
○ 自らの生産等に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の改善
○ これらを行うために必要な生産等の方式の改善

【経営改善指標】（次の２つの指標の全てが満たされること）
○ 対象商品の指標：農林水産物等及び新商品の売上高が５年間で５％以上増加すること
○ 事業主体の指標：農林漁業及び関連事業の所得が、事業開始時から終了時までに向上し、

終了年度は黒字となること

計画期間：５年以内（３～５年が望ましい）
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（１）地域別の認定件数 （４）総合化事業計画の対象農林水産物の割合

（２）総合化事業計画の認定件数の多かっ
た都道府県 （件数）

※複数の農林水産物を対象としている総合
化事業計画については全てをカウントした。

（３）総合化事業計画の事業内容割合
（%）

地域
総合化事業計
画の認定件数

研究開発・成果利
用 事業計画の認

定件数
うち農畜産物

関係
うち林産物関係 うち水産物関係

北海道 142 (11) 133 3 6 1

東北 356 (14) 321 12 23 4

関東 395 (29) 355 18 22 11

北陸 117  (6) 112 1 4 1

東海 214  (6) 192 9 13 0

近畿 375 (8) 343 11 21 2

中国四国 287 (20) 236 11 40 2

九州 408 (26) 339 27 42 3

沖縄 55 (3) 50 1 4 0

合計 2,349 (123) 2,081 93 175 24

第１位 北海道 142

第２位 兵庫県 110

第３位 宮崎県 98

第４位 長野県 95

第５位 熊本県 84

加工 19.1

直売 3.1

輸出 0.4

レストラン 0.4

加工・直売 68.3

加工・直売・レストラン 6.9

加工・直売・輸出 1.7

総合化事業計画の認定状況（全国） （平成30年3月30日現在）

野菜

31.7%

果樹

18.4%畜産物

12.2%

米

11.8%

水産物

5.5%

豆類

4.6%

林産物

4.0%

その他

3.9%

麦類

2.3%

茶

2.1%
そば

1.8%
花き

1.7%
野生鳥獣

0.2%

※（ ）書きは農林漁業成長産業化ファンドに関する認定事業計画で内数
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（件）

地域 計
加工 直売 加工・直売

加工・直売・
レストラン

輸出
加工・直売・
輸出

東海計 214 (6) 33(1) 1 166 (3) 12 (2) 0 2

岐阜県 70 (3) 16 (1) 0 53 (2) 1 0 0

愛知県 79 (2) 11 1 59 8 (2) 0 0

三重県 65 (1) 6 0 54 (1) 3 0 2

（件）

地域
総合化事業計画
の認定件数

農産物関係 畜産物関係 林産物関係 水産物関係

東海計 214 (6) 166 (4) 26 (1) 9 (1) 13

岐阜県 70 (3) 55 (2) 7 4 (1) 4

愛知県 79 (2) 61 (2) 12 3 3

三重県 65 (1) 50 7 (1) 2 6

（１）地域別の認定件数 （３）総合化事業計画の対象農林水産物の割合

（２）総合化事業計画の事業内容別件数

※複数の農林水産物を対象としている総合
化事業計画については全てをカウントした。

総合化事業計画の認定状況（東海） （平成30年3月30日現在）

※（ ）書きは農林漁業成長産業化ファンドに関する認定事業計画で内数

※（ ）書きは農林漁業成長産業化ファンドに関する認定事業計画で内数

野菜

35.8%

果樹

13.5%米

13.9%

畜産物

10.4%

水産物

5.2%

豆類

4.4%

林産物

1.6%

その他

5.6%

麦類

1.2%

茶

3.2%

そば

1.2% 花き

2.0%
野生鳥獣

2.0%
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６次産業化に取り組む皆様への支援 （平成３０年度）
新商品開発、販路開拓、加工用作物導入等を行いたい！

・ 試作品やパッケージデザイン開発のための人件費、資材
購入費、成分分析等検査費、機器リース代等を支援します。

・ 新商品の試食会等評価会の会場借料費、商談会等への
出展費、出展旅費等を支援します。

新商品開発
や販路開拓
に取り組み
たい。

※新商品開発に向け、加工適性のある作物を導入する際の費用も支援対象で

す。

食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売の推進」

交付率：１／３以内（市町村戦略に基づく取組は１／２以内）

○制度資金等の融資を活用した、加工・販売施設等の整備を支援します。

６次産業化の取組に必要な生産施設の整備も対象です。

（※六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定が必要）

加工・販売施設等を整備したい！

食料産業・６次産業化交付金のうち「加工・直売施設整備」
交付率：３／１０以内（中山間地（農業）は１／２以内、

市町村戦略に基づく取組は１／２以内）
交付金上限額：１億円

○ 農業改良資金、林業木材産業改善資金、沿岸漁業改善資金

による融資の特例を受けることができます。

（※六次産業化・地産地消法又は農商工等連携促進法の認定が必要）

融資を受けたい！

○六次産業化・地産地消法の計画を作成した場合、農林水産大臣認定を、農商

工等連携促進法の計画を作成した場合、農林水産大臣・経済産業大臣認定を

受けることができます（別途審査があります。）。

認定を受けた場合、施設整備事業、融資の特例 を受ける

ことができます。

六次産業化･地産地消法、農商工等連携促進法の認定を受けたい！

○ ２次・３次事業者と連携した６次産業化の取組を、出資等により支援。

○ ６次産業化を進める法人（株式会社）に対し、融資（資本性劣後ローン）も実施。

○ A-FIVEによる直接出資の他、銀行等が設立したサブファンドを通じた出資が可能。

○ ６次産業化に取り組む農林漁業者の輸出や販路開拓等を支援する事業者（支援

事業者）に対しても出資が可能。

○ 出資により調達した資金は、設備投資のほか、運転資金や海外子会社の設立等

様々な使途に活用可能。

○ A-FIVE等は、販路紹介やビジネスマッチング等経営面の支援を実施。

○ 官民ファンドの出資を受けていることで、ビジネス上の信用力向上へ。

ファンドの仕組み

ファンド活用のメリット

農林漁業成長産業化ファンド（A-FIVE）の出資を受けたい！

専門家のアドバイスがほしい！

○ 販路開拓やブランディング等相談内容に応じて、６次産業化サポート

センター（都道府県サポートセンター、中央サポートセンター）から専門

家（６次産業化プランナー）を無料で派遣します。

輸出に取り組む事業者
（６次産業化事業を実施）

○ 海外に現地法人を設
立し、農林水産物を
輸出・販売したい

※ ６次産業化とは？
出資者である農林漁業者の生産した

農林水産物等について、加工や新たな
販売方式等を活用し、付加価値を向上
させる取組。

○ 農林水産物の加工
品を製造し、海外に
輸出したい 等

２次・３次事業者

出資

出資

農林水産物等
供給

販路支援等

連携

A-FIVE
等

出資・融資

資金供給

販路支援等

経営支援

資金供給（出資・融資）・経営支援（販路支援）

農林漁業を行う法人への直接出資（２次・３次事業者との連携不要）や
６次産業化を支援する事業者への出資も可能となりました！

支援事業者

資金供給（出資） 支援

６次産業化に取り組
む農林漁業者
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